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有限会社クリーンテック 関　紘太郎
令和8年（2026年）

2月27日
産業廃棄物の焼却施設の使用停止

排ガス中の一酸化炭素の濃度が法施行規則第12
条の7第5項の基準値（100ppm）以下であるこ
とが証明されるまで

法第15条の2の7第1号

熊本市　環境局　事業ごみ対策課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分等の一覧【使用停止命令】 令和8年（2026年）2月27日　時点


